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は
じ
め
に

　
近
年
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
も
高
齢
者
人
口

の
増
加
や
そ
れ
に
起
因
す
る
問
題
の
顕

在
化
か
ら
、
高
齢
化
に
対
す
る
関
心
が

高
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ブ
ラ
ジ

ル
の
高
齢
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る

こ
と
を
目
的
に
、
同
国
の
高
齢
者
の
状

況
や
政
府
の
取
り
組
み
を
ま
と
め
る
。

そ
し
て
貧
困
高
齢
者
に
焦
点
を
当
て
な

が
ら
、
最
後
に
筆
者
の
現
地
調
査
を
も

と
に
、
高
齢
と
人
種
間
格
差
と
い
う
ひ

と
つ
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

一
．
ブ
ラ
ジ
ル
の
高
齢
者
の
状
況

　
は
じ
め
に
、
政
府
の
統
計
機
関
で
あ

る
ブ
ラ
ジ
ル
地
理
統
計
院
（
Ｉ
Ｂ
Ｇ
Ｅ
）

の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
高

齢
者
の
状
況
を
概
観
す
る
。
同
国
が
基

本
的
に
「
高
齢
者
」
の
基
準
と
す
る
Ｗ

Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）
の
「
途
上
国

の
場
合
六
〇
歳
以
上
」
人
口
を
見
る
と
、

一
九
七
〇
年
に
総
人
口
の
五
・
一
％
（
四

七
六
万
人
）
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇

年
に
同
八
・
六
％
（
一
億
四
五
四
万
人
）、

二
〇
〇
九
年
に
は
同
一
一
・
三
％
（
二

億
一
七
四
万
人
）
に
ま
で
増
加
し
て
い

る
。
ま
た
、
主
に
先
進
国
の
基
準
で
あ

る
「
六
五
歳
以
上
」
の
人
口
も
、
二
〇

〇
九
年
に
同
七
・
九
％
（
一
億
五
〇
九

万
人
）
に
達
し
た
こ
と
に
加
え
、
近
年

は
八
〇
歳
以
上
の
人
口
増
加
率
が
高
く

後
期
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
ブ

ラ
ジ
ル
社
会
全
体
で
見
て
も
、
出
生
時

平
均
余
命
の
伸
長
（
一
九
九
一
年
六
六
・

九
歳
、
二
〇
〇
八
年
七
三
・
〇
歳
）
や

合
計
特
殊
出
生
率
（
同
二
・
七
人
、同
一
・

九
人
）
の
低
下
に
よ
り
、
一
五
〜
五
九

歳
人
口
に
対
す
る
六
〇
歳
以
上
人
口
の

割
合
で
あ
る
老
年
従
属
人
口
比
率
（
同

一
二
・
六
％
、
同
一
五
・
五
％
）
や
、

一
五
歳
未
満
一
〇
〇
人
に
対
す
る
六
〇

歳
以
上
の
人
数
を
示
す
高
齢
化
指
数

（
同
二
一
・
〇
人
、
同
三
七
・
九
人
）

が
上
昇
し
て
お
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
口

形
態
は
途
上
国
に
特
徴
的
な
も
の
か
ら

次
第
に
先
進
国
化
し
つ
つ
あ
る
。

　
高
齢
者
の
所
得
に
関
し
て
、
高
齢
者

居
住
世
帯
の
一
人
当
た
り
平
均
月
額
を

見
る
と
、
政
府
が
「
貧
困
ラ
イ
ン
」
と

定
め
る
「
最
低
賃
金
の
二
分
の
一
」（
二

〇
一
一
年
三
月
の
最
低
賃
金
は
五
四
五

レ
ア
ル
＝
約
三
二
八
Ｕ
Ｓ
＄
）
以
下
の

割
合
が
、
一
九
九
一
年
の
一
二
・
七
％

か
ら
二
〇
〇
八
年
の
一
一
・
〇
％
へ
と

減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
最
低

賃
金
額
の
二
分
の
一
よ
り
多
く
二
倍
以

下
の
割
合
が
同
五
四
・
九
％
か
ら
同
五

九
・
九
％
へ
と
増
加
す
る
一
方
、
最
低

賃
金
二
倍
よ
り
多
い
割
合
は
同
二
八
・

七
％
か
ら
同
二
四
・
二
％
へ
と
減
少
し

て
い
る
。
つ
ま
り
近
年
、
高
齢
者
居
住

世
帯
全
体
が
経
済
的
に
底
上
げ
さ
れ
た

一
方
、
所
得
の
伸
び
は
頭
打
ち
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
居
住
形
態
に
つ

い
て
は
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
（
独
居

ま
た
は
夫
婦
）
の
割
合
が
一
九
九
七
年

の
三
〇
・
四
％
か
ら
二
〇
〇
八
年
の
三

七
・
五
％
へ
と
増
え
て
い
る
。

二
．
高
齢
者
に
対
す
る
政
府
の
取

組
み

　
つ
ぎ
に
高
齢
者
へ
の
政
府
の
取
組
み

に
つ
い
て
、
社
会
保
障
の
普
遍
化
と
の

関
連
か
ら
後
に
詳
述
す
る
貧
困
高
齢
者

向
け
の
年
金
を
除
き
、
年
金
と
保
健
医

療
の
制
度
を
中
心
に
概
観
す
る
。

　
現
在
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
年
金
制
度
は
、

二
本
柱
で
あ
る
政
府
の
「
一
般
社
会
保

障
制
度
（
Ｒ
Ｇ
Ｐ
Ｓ
）」
と
「
公
務
員

社
会
保
障
制
度（
Ｒ
Ｐ
Ｐ
Ｓ
）」に
加
え
、

民
間
の
「
補
足
社
会
保
障
（
Ｐ
Ｃ
）」

に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
Ｒ
Ｇ
Ｐ
Ｓ

は
民
間
部
門
と
公
社
な
ど
一
部
の
公
的

部
門
の
正
規
労
働
者
を
対
象
と
し
た
強

制
加
入
の
制
度
で
、
主
な
受
給
最
低
条サンパウロのサンタクルス病院の高齢者プログラム（筆者撮影）

ブ
ラ
ジ
ル
の
高
齢
化

―
貧
困
高
齢
者
を
め
ぐ
る
取
組
み
と

　
　
　
　
　
　
　
　「
高
齢
者
の
町
」の
一
現
実
―

近
田
亮
平
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件
は
、
年
齢
が
都
市
部
六
五
歳
／
農
村

部
六
〇
歳
（
女
性
は
同
六
〇
歳
／
五
五

歳
）
で
保
険
料
納
入
期
間
一
五
年
、
ま

た
は
納
付
期
間
の
み
の
場
合
で
基
本
的

に
三
五
年
（
女
性
は
三
〇
年
）
と
な
っ

て
い
る
。
Ｒ
Ｐ
Ｐ
Ｓ
は
公
務
員
を
対
象

と
し
た
強
制
加
入
の
制
度
で
、
主
な
受

給
条
件
は
、
基
本
的
に
年
齢
と
保
険
料

納
入
期
間
が
男
性
は
六
〇
歳
と
三
五

年
、女
性
は
五
五
歳
と
三
〇
年
で
あ
る
。

Ｐ
Ｃ
は
民
間
企
業
や
組
合
な
ど
が
管
理

運
営
す
る
任
意
の
制
度
で
、
Ｒ
Ｇ
Ｐ
Ｓ

を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

制
度
は
全
て
基
本
的
に
正
規
労
働
者
を

対
象
と
し
た
拠
出
型
の
年
金
の
た
め
、

非
正
規
労
働
者
の
割
合
が
高
い
貧
困
な

高
齢
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
正
規
の
年

金
制
度
の
利
用
は
ほ
ぼ
不
可
能
だ
と
い

え
る
。

　
高
齢
者
が
多
く
利
用
す
る
保
健
医
療

に
つ
い
て
は
、一
九
九
〇
年
制
定
の「
統

一
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｕ
Ｓ
）」

に
よ
る
公
的
医
療
機
関
の
無
料
利
用
、

有
料
の
民
間
医
療
保
険
へ
の
加
入
、
自

己
資
金
に
基
づ
く
医
療
機
関
と
の
直
接

契
約
と
い
う
三
つ
の
方
法
に
よ
り
、

サ
ー
ビ
ス
の
享
受
が
可
能
に
な
っ
て
い

る
。
全
国
民
を
対
象
と
し
た
無
料
の
医

療
制
度
の
Ｓ
Ｕ
Ｓ
が
整
備
さ
れ
、
少
な

く
と
も
理
論
的
に
は
貧
困
高
齢
者
も
そ

の
恩
恵
に
与あ

ず
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し

か
し
現
実
的
に
は
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
の
医
療

サ
ー
ビ
ス
は
質
量
的
な
問
題
を
多
く
抱

え
て
お
り
、
社
会
的
弱
者
で
あ
る
ほ
ど

優
良
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク

セ
ス
は
依
然
困
難
で
あ
る
。
政
府
は
こ

の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
べ
く
、
一
九

九
九
年
実
施
の
「
国
家
高
齢
者
健
康
政

策
（
Ｐ
Ｎ
Ｓ
Ｉ
）」
を
は
じ
め
高
齢
者

の
健
康
促
進
や
疾
病
予
防
を
試
み
て
い

る
。
ま
た
介
護
に
関
し
て
は
、
公
的
な

老
人
介
護
制
度
は
整
備
さ
れ
て
お
ら

ず
、
家
族
な
ど
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な

介
護
者
、
職
業
介
護
者
、
老
人
ホ
ー
ム

な
ど
へ
の
支
援
や
訓
練
を
提
供
す
る
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
政
府
は
二

〇
〇
三
年
、
高
齢
者
に
関
す
る
様
々
な

制
度
、
法
律
、
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
総
括

し
た
「
高
齢
者
法
令
（Estatuto do 

Idoso

）」
を
公
布
し
、
重
要
性
を
増
す

高
齢
化
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

三
．
社
会
保
障
の
普
遍
化
と
貧
困

高
齢
者
年
金

　
一
九
八
〇
年
代
に
軍
政
か
ら
民
政
へ

移
行
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
政
治
的
な

自
由
化
の
集
大
成
と
し
て
一
九
八
八
年

に
新
憲
法
が
公
布
さ
れ
た
。
同
憲
法
で

は
、
社
会
保
険
、
保
健
医
療
、
社
会
扶

助
の
三
つ
の
基
礎
分
野
か
ら
成
る
社
会

保
障
（Seguridade Social

）
と
い
う

新
た
な
概
念
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
全
国

民
へ
の
普
遍
的
な
充
足
の
責
務
を
政
府

が
有
す
る
と
謳
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
社

会
保
障
の
恩
恵
享
受
は
、
社
会
的
に
排

除
さ
れ
て
き
た
人
々
を
含
む
全
て
の
国

民
の
権
利
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
同
憲
法
を
礎
に
ブ
ラ
ジ
ル

で
は
、
社
会
保
障
の
普
遍
化
が
政
府
の

責
務
お
よ
び
国
民
の
権
利
と
し
て
追
求

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
理
念
に
も
と
づ
き
、
前
述
の

Ｓ
Ｕ
Ｓ
に
加
え
、
正
規
の
年
金
シ
ス
テ

ム
に
包
摂
さ
れ
な
い
貧
困
な
高
齢
者
を

対
象
に
、
二
つ
の
年
金
制
度
が
構
築
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ひ
と
つ
は
、
六
〇
歳
（
女
性
は
五
五

歳
）
以
上
で
基
本
的
に
一
五
年
以
上
農

業
等
に
従
事
し
て
い
れ
ば
、
保
険
料
を

納
付
し
て
い
な
く
て
も
最
低
賃
金
額
を

支
給
す
る
非
拠
出
型
の
年
金
制
度
で
あ

る
。
農
村
労
働
者
を
対
象
と
し
た
年
金

は
、
一
九
七
一
年
の
「
農
村
労
働
者
扶

助
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Pró-Rural

）」
に
よ

り
既
に
存
在
し
て
い
た
が
、
同
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
拠
出
型
で
あ
る
こ
と
に
加
え
対

象
者
が
男
性
の
み
で
、
支
給
額
も
最
低

賃
金
の
二
分
の
一
と
少
額
だ
っ
た
た

め
、
農
牧
業
に
従
事
し
た
高
齢
者
は
非

常
に
劣
悪
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
一
九
八
八
年
憲
法
の
社
会
保
障

の
普
遍
化
に
も
と
づ
き
、
一
九
九
二
年

か
ら
現
行
の
か
た
ち
へ
と
改
善
さ
れ

た
。
た
だ
し
一
部
の
例
外
を
除
き
、
こ

の
農
村
労
働
者
年
金
は
二
〇
一
〇
年
末

で
申
請
受
付
が
終
了
し
、
現
在
は
既
存

分
の
支
給
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

　
も
う
一
方
は
「
高
齢
及
び
障
害
者
扶

助
（
Ｂ
Ｐ
Ｃ
）」
と
呼
ば
れ
、
制
度
的

に
は
年
金
で
は
な
く
社
会
扶
助
に
属

し
、
一
人
当
た
り
の
月
額
世
帯
所
得
が

最
低
賃
金
の
四
分
の
一
未
満
で
、
勤
労

が
不
可
能
な
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
と

障
害
者
に
対
し
、
最
低
賃
金
額
を
支
給

す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｂ
Ｐ
Ｃ
は
一
九
九

六
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
が
、
受
給
年
齢

が
一
九
九
八
年
に
六
七
歳
、
二
〇
〇
四

年
に
六
五
歳
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
た
た

め
、
受
給
高
齢
者
に
と
っ
て
非
拠
出
型

年
金
と
ほ
ぼ
同
様
の
機
能
を
持
つ
制
度

と
な
っ
て
い
る
。
貧
困
高
齢
者
へ
の
年

金
と
し
て
は
、
最
低
賃
金
の
二
分
の
一

を
支
給
す
る
「
終
身
所
得
扶
助
（
Ｒ
Ｍ

Ｖ
）」
が
一
九
七
四
年
か
ら
既
に
存
在

し
て
い
た
。
Ｒ
Ｍ
Ｖ
の
受
給
条
件
は
、

年
齢
七
〇
歳
以
上
、
他
の
社
会
扶
助
を

受
給
し
て
い
な
い
こ
と
、
保
険
料
を
最

低
一
年
納
付
し
て
い
る
か
五
年
間
の
就

業
経
験（
賃
金
は
Ｒ
Ｍ
Ｖ
受
給
額
未
満
）

が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一

九
九
六
年
の
Ｂ
Ｐ
Ｃ
創
設
に
よ
り
Ｒ
Ｍ

Ｖ
は
廃
止
さ
れ
、
現
在
は
当
時
の
既
存

分
が
継
続
支
給
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。

　
現
在
ブ
ラ
ジ
ル
で
貧
困
高
齢
者
が
受

給
可
能
な
非
拠
出
型
お
よ
び
扶
助
型
の

年
金
は
、
農
村
労
働
者
年
金
と
Ｂ
Ｐ
Ｃ

の
二
つ
で
あ
る
（
以
下
、
二
つ
を
合
わ
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せ
「
扶
助
年
金
」
と
呼
ぶ
）。
そ
し
て

Ｂ
Ｐ
Ｃ
が
実
施
さ
れ
た
一
九
九
六
年
以

降
、
こ
れ
ら
の
受
給
者
数
は
全
高
齢
者

人
口
の
約
三
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
社
会
保
障
省
の
デ
ー
タ
で
は
、
こ

の
扶
助
年
金
や
前
述
の
正
規
拠
出
型
年

金
を
含
め
た
六
〇
歳
以
上
人
口
の
公
的

年
金
カ
バ
ー
率
は
、
一
九
九
二
年
の
七

四
・
〇
三
％
か
ら
二
〇
〇
五
年
の
八
二
・

〇
三
％
に
ま
で
一
〇
・
八
％
上
昇
し
、

特
に
女
性
は
同
期
間
に
六
六
・
三
三
％

か
ら
七
八
・
一
三
％
へ
と
一
七
・
八
〇
％

も
上
昇
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
近
年

の
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
年
金
の
財
政
や
給
付

額
の
格
差
な
ど
の
問
題
は
あ
る
が
、
貧

困
高
齢
者
も
社
会
福
祉
の
恩
恵
を
以
前

よ
り
享
受
で
き
る
社
会
に
な
っ
て
き
た

と
い
え
よ
う
。

四
．
サ
ン
パ
ウ
ロ
市
の
貧
困
高
齢

者
に
関
す
る
調
査

　
こ
こ
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
貧
困
高
齢

者
が
置
か
れ
た
一
例
を
人
種
と
い
う
観

点
を
踏
ま
え
紹
介
す
べ
く
、
筆
者
が
サ

ン
パ
ウ
ロ
市
で
行
っ
た
聞
き
取
り
調
査

の
結
果
の
一
部
を
ま
と
め
る
。
本
調
査

は
、「
高
齢
者
の
町
（Vila dos Idosos

）」

と
呼
ば
れ
る
低
所
得
高
齢
者
専
用
の
集

合
住
宅
の
居
住
者
を
対
象
に
、
サ
ン
パ

ウ
ロ
大
学
・
老
年
学
（gerontology

）

の
専
門
家Andrea Lopes

氏
と
学
生

の
協
力
を
得
て
二
〇
〇
九
年
に
実
施
し

た
。
二
〇
〇
七
年
八
月
に
完
成
し
た
同

集
合
住
宅
は
、
市
政
府
と
社
会
運
動
に

よ
る
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
貧
困
高

齢
者
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
点
に
お

い
て
ブ
ラ
ジ
ル
で
先
駆
的
な
試
み
と
さ

れ
る
。「
高
齢
者
の
町
」
は
サ
ン
パ
ウ

ロ
市
の
中
心
地
近
く
に
位
置
し
、
一
四

五
世
帯
一
九
〇
名
前
後
が
居
住
可
能
で

あ
る
。
入
居
条
件
は
六
〇
歳
以
上
、
月

額
世
帯
所
得
が
最
低
賃
金
の
三
倍
未

満
、
市
内
在
住
四
年
以
上
の
者
で
、
独

身
ま
た
は
少
人
数
家
族
で
あ
っ
た
り
、

移
動
が
困
難
な
ど
の
障
害
を
有
し
た
り

す
る
場
合
は
入
居
が
優
先
さ
れ
る
。
本

調
査
で
聞
き
取
り
が
で
き
た
高
齢
者

は
、
男
性
四
七
名
、
女
性
五
三
名
の
合

計
一
〇
〇
名
で
、
平
均
年
齢
は
七
二
・

八
歳
、
最
高
齢
は
九
二
歳
で
あ
る
。
ま

た
人
種
（
自
己
申
告
）
に
関
し
て
は
、

白
人
三
四
名
、
混
血
四
四
名
、
黒
人
二

〇
名
、黄
色
人
二
名
で
あ
っ
た
。
な
お
、

こ
の
人
種
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
ブ
ラ
ジ
ル

政
府
の
統
計
調
査
で
採
用
さ
れ
て
い
る

も
の
（「
人
種
・
肌
の
色
」）
で
あ
る
。

●
調
査
結
果

　
ま
ず
、
調
査
時
点
で
の
個
人
所
得
の

収
入
源
に
関
し
て
は
、「
政
府
扶
助
」

九
○
名
、「
仕
事
」
六
名
、「
そ
の
他
・

不
明
」
四
名
で
あ
っ
た
。
人
種
別
に
各

項
目
の
割
合
見
る
と
、
白
人
三
四
名
で

は
「
政
府
扶
助
」
八
五
・
三
％
、「
仕
事
」

一
一
・
八
％
、「
そ
の
他
・
不
明
」
二
・

九
％
、混
血
四
四
名
で
は
同
順
に
九
〇
・

九
％
、
四
・
五
％
、
四
・
五
％
、
黒
人

二
〇
名
で
は
全
員
が
「
政
府
扶
助
」
で

あ
っ
た
。「
そ
の
他
・
不
明
」
の
計
四

名
は
六
五
歳
未
満
で
扶
助
年
金
受
給
年

齢
前
の
た
め
無
収
入
だ
が
、
配
偶
者
が

政
府
扶
助
（
都
市
居
住
者
の
た
め
Ｂ
Ｐ

Ｃ
）
を
受
給
し
て
い
る
た
め
、
同
制
度

の
受
益
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
世
帯
の
月
平
均
所
得
に
関
し
て

は
、「
最
低
賃
金
以
下
」
が
六
三
名
、「
最

低
賃
金
の
三
倍
以
下
」
が
三
六
名
、「
最

低
賃
金
の
五
倍
以
下
」
が
一
名
で
あ
っ

た
。
こ
の
う
ち
、
黒
人
に
お
け
る
「
最

低
賃
金
額
以
下
」の
割
合
が
九
〇
・
〇
％

と
、
白
人
の
五
二
・
九
％
と
混
血
の
五

九
・
一
％
に
比
べ
非
常
に
高
く
な
っ
て

い
る
。
こ
の
要
因
と
し
て
、
黒
人
は
前

述
の
よ
う
に
収
入
源
が
最
低
賃
金
と
同

額
の
扶
助
年
金
の
み
で
、
就
労
者
が
皆

無
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た

居
住
形
態
に
関
し
て
も
、
独
居
の
割
合

が
白
人
五
五
・
九
％
、混
血
五
四
・
五
％
、

黒
人
八
五
・
〇
％
の
順
番
で
高
く
、
黒

人
は
同
居
者
の
所
得
を
ほ
と
ん
ど
期
待

で
き
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
黒
人
の
貧
困
高
齢
者
は
、
収
入

源
を
自
身
の
扶
助
年
金
に
頼
ら
ざ
る
を

得
な
い
こ
と
に
加
え
独
居
の
割
合
も
高

い
た
め
、
経
済
的
に
よ
り
困
難
な
状
況

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
対
象
者
に
対
し
、
二
〇
〜
七

○
歳
代
ま
で
を
二
〇
年
毎
の
三
つ
の
年

代
に
分
け
、「
よ
り
親
密
と
思
う
人
」

に
つ
い
て
質
問
を
行
っ
た
（
表
1
）。

そ
の
結
果
、「
同
居
の
家
族
・
親
族
」

と
答
え
た
割
合
が
、
ど
の
年
代
で
も
黒

人
、
混
血
、
白
人
の
順
番
で
低
く
、
特

に
六
〇
〜
七
〇
歳
代
の
黒
人
で
は
一

五
・
〇
％
と
非
常
に
低
い
と
い
う
回
答

を
得
た
。
そ
の
一
方
、「
友
人
・
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
答
え
た
割
合
は
、

ど
の
年
代
で
も
黒
人
、
混
血
、
白
人
の

順
番
で
高
く
、
特
に
高
齢
期
の
黒
人
は

八
〇
・
〇
％
と
最
も
高
い
。
貧
困
な
状

況
で
の
生
存
生
活
に
は
、家
族
や
親
族
、

表1　より親密と思う人の人種別の推移　　　（単位：％）

年　代 人　種
同居の
家族・親族

非同居の
家族・親族

友人・地域
コミュニティ

その他
不明

20-30歳代

白人（34人） 70.6 8.8 26.5 2.9

混血（44人） 61.4 9.1 50.0 0.0

黒人（20人） 35.0 10.0 60.0 0.0

40-50歳代

白人 58.8 2.9 47.0 2.9

混血 56.8 15.9 45.4 0.0

黒人 20.0 10.0 70.0 0.0

60-70歳代

白人 50.0 11.8 44.1 2.9

混血 34.1 20.5 65.9 2.3

黒人 15.0 20.0 80.0 5.0

（出所）筆者作成。
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特
に
同
居
す
る
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
セ
ー
フ
テ
ィ
・

ネ
ッ
ト
と
し
て
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
そ
の
存
在
の
有
無
は
非
常
に

重
要
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
本
調
査
で

は
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
も
よ
り
貧
困
だ
と
さ

れ
る
黒
人
の
場
合
、
同
居
す
る
家
族
・

親
族
へ
の
親
密
感
が
相
対
的
に
低
く
、

高
齢
者
で
あ
る
ほ
ど
こ
の
傾
向
が
顕
著

で
あ
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
黒
人
の
貧
困
高
齢
者
が
前
述

の
よ
う
に
経
済
的
に
よ
り
困
難
で
独
居

率
も
高
い
こ
と
か
ら
、
様
々
な
リ
ス
ク

に
対
す
る
脆
弱
性
が
高
い
状
況
に
あ
る

と
い
う
現
実
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　
最
後
に
、同
様
の
形
式
で
行
っ
た「
高

齢
者
を
ケ
ア
し
て
く
れ
る
と
思
う
存

在
」
に
つ
い
て
の
質
問
で
は
（
表
2
）、

全
体
的
な
傾
向
と
し
て
年
代
を
追
う
ご

と
に
「
政
府
」
の
割
合
が
高
く
な
る
一

方
、「
家
族
」
の
割
合
が
低
く
な
る
と

い
う
結
果
と
な
っ
た
。こ
の
こ
と
か
ら
、

以
前
は
家
族
が
高
齢
者
の
介
護
を
よ
り

担
っ
て
お
り
、
調
査
対
象
者
も
将
来
的

な
自
身
の
介
護
を
家
族
に
期
待
し
て
い

た
が
、
実
際
に
高
齢
者
と
な
っ
た
現
状

は
異
な
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
、
家
族

の
形
態
や
役
割
の
変
化
を
表
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
ま
た
人
種
別
で
は
、「
政

府
」
と
答
え
た
割
合
が
ど
の
年
代
で
も

黒
人
が
白
人
と
混
血
よ
り
高
く
、
特
に

六
〇
〜
七
〇
歳
代
の
黒
人
は
五
五
・

〇
％
と
半
数
以
上
に
上
っ
て
い
る
。
そ

の
一
方
で
「
家
族
」
と
答
え
た
割
合
は
、

ど
の
年
代
で
も
黒
人
が
白
人
と
混
血
よ

り
低
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
表
1
で

は
「
友
人
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に

親
近
感
を
抱
く
黒
人
が
相
対
的
に
多

か
っ
た
が
、
本
回
答
で
は
全
人
種
で
非

常
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
黒
人
は
家
族
や
親
族
よ
り
友

人
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
親
近
感
を

抱
く
が
、
高
齢
者
ケ
ア
に
関
し
て
そ
れ

は
当
て
は
ま
ら
ず
、
政
府
に
よ
る
ケ
ア

を
期
待
す
る
傾
向
が
あ
る
点
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
人
種
に
関
係

な
く
、
高
齢
者
ケ
ア
は
友
人
や
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
な
く
、
家
族
や
政
府

が
担
う
も
の
と
す
る
認
識
の
強
い
点
が

推
考
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
本
調
査
の
結
果
で
は
、
貧
困

高
齢
者
の
な
か
で
も
黒
人
は
、
相
対
的

に
低
い
収
入
を
政
府
の
扶
助
年
金
に
依

存
し
、
高
い
独
居
率
や
低
い
家
族
へ
の

親
近
感
の
た
め
、
頼
る
こ
と
の
で
き
る

支
援
の
選
択
肢
が
少
な
く
、
自
身
の
ケ

ア
を
政
府
に
多
く
期
待
し
て
い
る
、
と

い
う
一
現
実
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

ま
た
、
扶
助
年
金
を
介
し
た
家
族
と
の

同
居
や
関
係
親
密
化
の
傾
向
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
（
参
考
文
献
）、
本
調
査

の
貧
困
な
黒
人
高
齢
者
に
そ
の
よ
う
な

点
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
リ
ス
ク
の

よ
り
高
い
生
存
生
活
を
公
的
な
扶
助
年

金
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

貧
困
高
齢
者
で
あ
る
彼
ら
の
期
待
や
依

存
は
政
府
に
比
重
が
多
く
置
か
れ
て
い

る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

●
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
高
齢
者
の

状
況
と
貧
困
高
齢
者
も
対
象
と
し
た
政

府
の
取
り
組
み
を
ま
と
め
、
貧
困
高
齢

者
の
置
か
れ
た
一
現
実
に
つ
い
て
人
種

を
論
点
に
紹
介
し
た
。
不
平
等
性
の
高

い
社
会
で
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
近
年

そ
の
進
行
が
注
目
さ
れ
る
高
齢
化
に
対

し
、
一
九
八
八
年
憲
法
が
掲
げ
た
社
会

保
障
の
普
遍
化
の
理
念
を
も
と
に
扶
助

的
な
非
拠
出
型
年
金
が
整
備
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
貧
困
な
高
齢
者
の
状

況
は
以
前
よ
り
改
善
し
、
最
近
の
ブ
ラ

ジ
ル
に
お
け
る
経
済
的
な
格
差
是
正
の

一
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し

か
し
、
最
低
賃
金
と
同
額
の
扶
助
年
金

を
受
給
す
る
貧
困
高
齢
者
と
、
正
規
の

年
金
制
度
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
高
齢

者
の
間
に
は
、
依
然
大
き
な
格
差
が
存

在
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
本
稿
で
提
示
し

た
事
例
か
ら
、
貧
困
高
齢
者
の
間
で
も

状
況
は
人
種
に
よ
り
一
様
で
は
な
い
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
社
会
保
障
の
普
遍

化
で
は
改
善
に
限
界
の
あ
る
こ
れ
ら
の

点
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
高
齢
化
に
お
け
る

今
後
の
課
題
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。

（
こ
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表2　高齢者をケアしてくれると思う存在の人種別の推移　　　（単位：％）

年　代 人　種 政　府 家　族
友人

地域コミュ
ニティ

会社組織
介護人

宗教
NGO等

本人
他に誰も
なし

意識せず
その他

20-30歳代

白人（34人） 11.8 70.6 0.0 0.0 5.9 8.8 2.9

混血（44人） 9.1 59.1 6.8 9.1 0.0 11.4 6.8

黒人（20人） 20.0 55.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0

40-50歳代

白人 23.5 50.0 5.8 5.8 2.9 11.8 5.9

混血 18.2 54.5 6.8 6.8 2.3 11.4 4.5

黒人 30.0 30.0 0.0 5.0 5.0 5.0 10.0

60-70歳代

白人 38.2 38.2 2.9 2.9 5.8 11.8 0.0

混血 31.8 45.5 6.8 6.8 4.5 13.6 0.0

黒人 55.0 20.0 10.0 10.0 10.0 5.0 0.0

（出所）筆者作成。
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